
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

二

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告

　

（
二
件
） 

（
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室
）　

　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

七

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

七

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

八

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
一
年
分
） 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

九

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

一
一

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正 

一
一

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

亘
理
町
サ
ッ
カ
ー
協
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

青
田　

俊
彦

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

亘
理
郡
亘
理
町
字
上
町
二
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
子
供
か
ら
大
人
ま
で
す
べ
て
の
人
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
教
室
、
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
運
営
並
び
に
競
技
力
・
指
導
力
の
向
上
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
地
域
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ま
か
せ
て
「
安
心
」
寺
院
サ
ー
ビ
ス

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

酒
井　
　

勉

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
樋
前
十
一
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

近
年
、「
献
花
葬
」「
友
人
葬
」「
音
楽
葬
」
等
が
、
地
域
社
会
に
好
評
を
得
、
共

感
の
輪
を
広
げ
て
お
り
ま
す
が
、
地
域
・
宗
教
に
よ
り
、
従
来
の
葬
儀
形
式
で
行

う
例
が
多
く
、
葬
家
の
負
担
が
重
く
深
刻
な
悩
み
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
現
状
を
踏
ま
え
、
本
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
、
既
成
の
風
習
・
習
慣

に
関
わ
り
な
く
、
高
額
と
な
っ
て
い
る
現
代
の
儀
式
（
葬
儀
、
葬
送
）
全
般
の
在

り
方
を
消
費
者
と
共
に
考
え
、
二
十
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
「
お
金
の
か
か
ら
な

い
葬
儀
」、「
心
暖
ま
る
真
心
の
葬
儀
」
の
実
現
へ
向
け
、
情
報
の
発
信
と
そ
の
啓
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発
に
努
め
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
消
費
者
保
護
に
寄
与
す
る
と
共
に
、
社
会
全
体

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
八
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
九
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
を
次
の
と

お
り
免
許
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

免
許
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
六
日

二　

免
許
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位　

置

第2199号　平成22年10月15日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
一
一
三
八

〇
四
一
五
二
〇
〇
七
八
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ぴ
っ
ぴ
栗
生

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五

丁
目
八－

十

ア
フ
タ
ー
ク
ラ
ブ
あ
お

ぞ
ら
宮
城
野

仙
台
市
宮
城
野
区
銀
杏

町
二
十
番
一
号

施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ひ
よ
こ

会特
定
非
営
利
活

動
法
人
あ
ん
し

ん
ど
う
福
祉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
一
日

加
入
区
の

名　
　

称

宮
城
県
第

十
五
加
入

区宮
城
県
第

区　
　

域

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
石
巻

湾
支
所
の
地
区

平
成
十
九
年
宮

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年

九
月
二
十
七
日

平
成
二
十
二
年

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

石
巻
市
万
石
町
一－

十
六

丹
野　

侃

石
巻
市
塩
富
町
一
丁
目
七

－

二
十
六

近
藤　

正
昭

東
松
島
市
野
蒜
字
下
沼
十

養
殖
業
の
種
類

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業漁
業
災
害
補
償

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

二
十
一
人

八
人

十
六
加
入

区宮
城
県
第

二
十
二
加

入
区

宮
城
県
第

三
十
四
加

入
区

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
鳴
瀬

支
所
の
地
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
塩
釜

市
第
一
支
所
の

地
区

平
成
二
十
一
年

宮
城
県
告
示
第

三
百
二
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
矢
本

支
所
の
地
区

九
月
三
十
日

平
成
二
十
二
年

九
月
三
十
日

平
成
二
十
二
年

九
月
二
十
七
日

七手
代
木　

千
年

東
松
島
市
浜
市
牛
網
字
南

大
浮
足
七

手
代
木　

浩
二

塩
釜
市
牛
生
町
十
四－

十

一佐
藤　

諭

多
賀
城
市
大
代
一
丁
目
七

－

七－

三

伊
藤　

幸
則

東
松
島
市
大
曲
字
道
下
南

百
十
二－

二

三
浦　

正
信

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
八

十
五－

二

阿
部　

雄
美

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業

三
人

十
九
人



　
　
　
　

第
一
種
飯
子
浜
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
夏
浜
一
二
三
番
二
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区　

域

　

次
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び�
点
と�
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
二
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ

＋
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
点　

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
夏
浜
一
二
六
番
地
先
に
設
置
し
た
飯
子
浜
漁
港
原
点
（
北
緯
三
八
度
二
三

分
五
五
秒　

東
経
一
四
一
度
二
九
分
一
一
秒
）か
ら
二
〇
六
度
五
三
分
〇
四
秒　

二
四
四
・
三
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
八
度
四
八
分
四
八
秒　
　
　

二
・
〇
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

二
八
度
三
六
分
三
四
秒　
　
　

四
・
六
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

二
九
度
〇
七
分
四
三
秒　
　
　

四
・
四
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
〇
度
〇
五
分
五
七
秒　
　
　

四
・
四
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
一
度
一
四
分
五
一
秒　
　
　

四
・
四
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
一
度
二
七
分
〇
二
秒　
　
　

四
・
三
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
五
度
〇
三
分
五
八
秒　
　
　

五
・
四
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
六
度
〇
三
分
〇
九
秒　
　
　

五
・
三
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
七
度
五
三
分
五
四
秒　
　
　

五
・
三
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
九
度
四
四
分
〇
四
秒　
　
　

五
・
三
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
一
度
三
四
分
二
四
秒　
　
　

五
・
三
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
三
度
二
五
分
五
二
秒　
　
　

五
・
三
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
五
度
〇
五
分
三
六
秒　
　
　

四
・
三
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
六
度
二
一
分
五
七
秒　
　
　

四
・
一
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
七
度
三
五
分
二
八
秒　
　
　

五
・
一
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
八
度
四
四
分
四
五
秒　
　
　

五
・
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

五
一
度
一
六
分
三
三
秒　
　

一
〇
・
九
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
八
度
二
四
分
〇
六
秒　
　
　

六
・
二
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

五
一
度
五
四
分
四
五
秒　
　

一
六
・
六
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面　

積

　
　
　
　

一
、
〇
七
六
・
五
二
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
飯
子
浜
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
夏
浜
一
二
六
番
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区　

域

　

次
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び�
点
と�
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
二
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ

＋
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
点　

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
夏
浜
一
二
六
番
地
先
に
設
置
し
た
飯
子
浜
漁
港
原
点
（
北
緯
三
八
度
二
三

分
五
五
秒　

東
経
一
四
一
度
二
九
分
一
一
秒
）か
ら
二
〇
六
度
五
八
分
二
四
秒　

二
五
二
・
一
七
八
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
六
度
一
六
分
四
二
秒　
　

四
八
・
八
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

五
三
度
〇
七
分
〇
〇
秒　
　

四
六
・
五
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
一
度
三
五
分
四
四
秒　
　

二
四
・
六
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
八
度
一
六
分
三
七
秒　
　

四
七
・
一
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面　

積

　
　
　
　

五
、
一
二
七
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

道
路
用
地

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

　
 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
臨
港
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

　
 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称
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岩
沼
市
朝
日
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十
一
号

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

菊　

地　

美　

鶴　
　

岩
沼
市
朝
日
一
丁
目
一
番
三
号

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
三
色
吉
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
鶴
五
番
地
の
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
一
年
十
一
月
四
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

組
合
員
以
外
の
役
員
の
選
任

（
変
更
前
）
第
十
七
条
の
二　

組
合
員
以
外
の
役
員
は
、
五
人
以
上
の
組
合
員
が
連
署
し
た
推
薦
書
記
載
の
者
を

総
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
組
合
員
以
外
の
役
員
は
理
事
二
人
、

監
事
一
人
ま
で
と
す
る
。

（
変
更
後
）
第
十
七
条
の
二　

組
合
員
以
外
の
役
員
は
、
五
人
以
上
の
組
合
員
が
連
署
し
た
推
薦
書
記
載
の
者
を

総
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
組
合
員
以
外
の
役
員
は
理
事
四
人
、

監
事
一
人
ま
で
と
す
る
。

五　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
七
日

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
仮
設
校
舎
賃
貸
借　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
に
よ
る
。

　

３　

賃
貸
借
期
間　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

設
置
場
所　

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

４　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

７　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

８　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第2199号　平成22年10月15日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）



　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

９　

当
該
調
達
案
件
に
対
し
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三　

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
で
、

本
調
達
案
件
の
公
告
時
に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
本
県
入

札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
を
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日
（
金
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
に
左
記
へ
提
出
す
る
こ

と
。

　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合

わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
二
三　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室
（
担
当　

川
合　

康
晴　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
四
七
）

　

２　

入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
二
日

（
金
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場

合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
（
水
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　
　
�
　

郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
（
水
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
に
、
二
重
封
筒
と
し
、
入
札
に
係
る
調
達

案
件
の
名
称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
た
中
封
筒
に
入
札
書
を
入
れ
密
封
し
、
表
封
筒
に
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱

書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
１
の
場
所
に
到
達
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
１
の
担
当
ま
で
、
そ
の

旨
に
つ
い
て
必
ず
連
絡
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場

所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
（
木
）
午
前
十
時

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

十
六
階
教
育
庁
会
議
室

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）

第
二
条
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
は
、
賃
貸
借
期
間
全
体
の
賃
貸
借
料
総
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
契

約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額

（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す

る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
賃
貸
借
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

申
請
書
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar

　
 
  
 
  y  

１
Item
s/S
ervice

required
:
Lease

(inc
　
    
   
                            luding

dism
antling)

of
one

tem
porary

           
                   
      

school
building

for

                     

M
iyagiP

refecturalK
oum
yo
S
pecialN

e
 
       
            
   
    
        
 eds

E
ducation

S
chool

(one
set

     
          
               )  

２
D
uration

of
C
ontract

:
A
pril1,

201

　
 
            
           
           1

to
M
arch

31,
201

      
            4  

３
Location

:
M
iyagi

P
refectural

K
oum
y

　
            
       
            
   
 o

S
pecial

N
eeds

E
ducation

S
chool

(S
e

   
        
      
          
        
 ndai

C
ity,
M
iyagi

      
      
      

P
refecture

 
         )  

４
B
id
D
eadlin

　
 
    
      e  

:    N
ovem

ber
24,
2010,

5
:
15
p.m

 
    
                        

.  

５
C
ontact

P
erson

:
Y
asuharu

K
aw
aai,

S

　
 
        
         
         
  
      

pecial
N
eeds

E
ducation

D
ivision,

B
oa

        
      
          
          
  rd

of
E
ducation
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S
ecretariat,

M
iyagi

P
refecture,

3-8-

 
             
       
               1

H
oncho,

A
oba-ku,

S
endai

980-8423
J

   
        
         
                apan.

T
el.:
022-211

       
            -  

3647
(Japanese

only
                   )  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
仮
設
校
舎
賃
貸
借　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
に
よ
る
。

　

３　

賃
貸
借
期
間　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

設
置
場
所　

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

４　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

７　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

８　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

９　

当
該
調
達
案
件
に
対
し
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三　

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
で
、

本
調
達
案
件
の
公
告
時
に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
本
県
入

札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
を
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日
（
金
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
に
左
記
へ
提
出
す
る
こ

と
。

　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合

わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
二
三　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室
（
担
当　

川
合　

康
晴　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
四
七
）

　

２　

入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
二
日

（
金
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場

合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
（
水
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　
　
�
　

郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
（
水
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
に
、
二
重
封
筒
と
し
、
入
札
に
係
る
調
達

案
件
の
名
称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
た
中
封
筒
に
入
札
書
を
入
れ
密
封
し
、
表
封
筒
に
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱

書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
１
の
場
所
に
到
達
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
１
の
担
当
ま
で
、
そ
の
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旨
に
つ
い
て
必
ず
連
絡
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場

所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
（
木
）
午
前
十
時
二
十
分

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

十
六
階
教
育
庁
会
議
室

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

六　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）

第
二
条
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
は
、
賃
貸
借
期
間
全
体
の
賃
貸
借
料
総
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
契

約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額

（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す

る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
賃
貸
借
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

申
請
書
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar

　
 
  
 
  y  

１
Item
s/S
ervice

required
:
Lease

(inc

　
    
   
                            luding

dism
antling)

of
one

tem
porary

           
                   
      

school
building

for

                     

M
iyagiP

refecturalN
atoriS

pecialN
e

 
       
            
       
        
 eds

E
ducation

S
chool(one

set

     
          
              )  

２
D
uration

of
C
ontract

:
A
pril1,

2011

 
            
           
            

to
M
arch

31,
201

     
            4  

３
Location

:
M
iyagi

P
refectural

N
ator

　
            
       
            
    i

S
pecial

N
eeds

E
ducation

S
chool

(N
a

   
        
      
          
        
 tori

C
ity,
M
iyagi

      
      
      
  

P
refecture

 
         )  

４
B
id
D
eadline

:
N
ovem

ber
24,
2010,

5

　
 
    
           
    
               

:
15
p.m

         

.  

５
C
ontact

P
erson

:
Y
asuharu

K
aw
aai,

S

　
 
        
         
         
  
      

pecial
N
eeds

E
ducation

D
ivision,

B
oa

        
      
          
          
  rd

of
E
ducation

       
         

S
ecretariat,

M
iyagi

P
refecture,

3-8-

 
             
       
               1

H
oncho,

A
oba-ku,

S
endai

980-8423
J

   
        
         
                apan.T

el.:
022-211

      
            -  

3647
(Japanese

only

                   )  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

百
五
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

カ
メ
イ
株
式
会
社
宮
城
支
店　

仙
台
市
若
林
区
卸
町
五
丁
目
三
番
地
の
七

五　

落
札
金
額　

九
百
八
十
二
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
七
日

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の
名
称

大
内
じ
ゅ
ん
と
住
み
よ

い
仙
台
を
創
る
会

代
表
者
氏
名

大
内　
　

順

会
計
責
任
者

氏　
　
　

名

大
内　

陽
子

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
住
吉
台
東
五－

二－

一
九

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年

九
月
十
日



〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
政
党
の
支
部
）

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
安
斎
た
み
お
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
22   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0

 

 

円
�
支
出
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
氏
家
ひ
と
し
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
22   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

19,40

 

     0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

19,400

      

円

イ
本
年
収
入
額

0

 

 

円
�
支
出
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
大
槻
幹
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

２
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

第2199号　平成22年10月15日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
宮
城
県

参
議
院
選
挙
区
第
二

支
部

み
ん
な
の
党
参
議
院

宮
城
県
第
一
支
部

代
表
者
氏
名

熊
谷　
　

大

菊
地　

文
博

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

同　

新

仙
台
市
宮
城
野
区

榴
岡
一－

六－

三

仙
台
市
宮
城
野
区

原
町
二－

三－

五

七

旧

仙
台
市
宮
城
野
区

小
鶴
一－

一
〇－

二
一

仙
台
市
宮
城
野
区

原
町
三－

五－

二

〇

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

九
月
二
十
四
日

平
成
二
十
二
年

 

九
月
二
十
八
日

政
治
団
体
の
名
称

く
ま
が
い
大
後
援
会

大
志
会

千
田
直
人
後
援
会

同

代
表
者
氏
名

菅
井　
　

茂

熊
谷　
　

大

阿
部　
　

計

同

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

同　代

表

者

会
計
責
任
者

新

仙
台
市
宮
城
野
区

榴
岡
一－

六－
三

仙
台
市
宮
城
野
区

榴
岡
一－

六－

三

阿
部　
　

計

五
島　
　

博

旧

仙
台
市
宮
城
野
区

小
鶴
一－

一
〇－
二
一

仙
台
市
宮
城
野
区

田
子
一－
六－

五

五今
野　

和
夫

今
野　

和
夫

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

九
月
十
五
日

平
成
二
十
二
年

 

九
月
十
五
日

平
成
二
十
二
年

 

九
月
二
十
四
日

平
成
二
十
二
年

 

九
月
二
十
四
日

　
　
政
治
団
体
の
名
称

大
槻
幹
夫
後
援
会

サ
マ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
実
行

代
表
者
の
氏
名

大
槻　

稲
夫

我
妻　
　

健

　
　
　
　
解
散
年
月
日

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

　

解
散
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日

委
員
会

さ
わ
や
か
宮
城

チ
ャ
レ
ン
ジ
宮
城　
21

安
斎
た
み
お
後
援
会

氏
家
ひ
と
し
後
援
会

八
木　
　

洵

八
木　
　

洵

島
貫　

正
巳

高
橋　

善
蔵

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
九
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日



�
収
入
総
額

4,14

 

    3  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

4,143

     

円

イ
本
年
収
入
額

0

 

 

円
�
支
出
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
サ
マ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
実
行
委
員
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

２
月
24   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

8,198,86

 

        8  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

47,145

      

円

イ
本
年
収
入
額

8,151,72

 

        3  

円
�
支
出
総
額

8,182,37

 

        9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

8,150,685

         

円
�
200

   9  パ
ー
テ
ィ
ー

8,150,68

        5  

円

イ
そ
の
他
の
収
入

1,038

     

円

10   万
円
未
満
の
収
入

1,038

     

円

 

 合
計

8,151,72
 

        3  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

695,812
       

円
�
人
件
費

443,58

      0  
円

�
事
務
所
費

252,23

      2  
円

イ
政
治
活
動
費

7,486,56

 

        7  

円
�
組
織
活
動
費

23,28

     4  

円
�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

2,863,283

         

円

ａ
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
開
催
事
業
費

2,863,28

        3  

円
�
寄
附
・
交
付
金

4,600,00

        0  

円

 

 合
計

8,182,37

 

        9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
さ
わ
や
か
宮
城

報
告
年
月
日
平
成
22   年

２
月
24   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

7,46

 

    8  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

7,463

     

円

イ
本
年
収
入
額

5

 

 

円
�
支
出
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

5  

円

10   万
円
未
満
の
収
入

5  

円

 

 合
計

5

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

 

 合
計

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
チ
ャ
レ
ン
ジ
宮
城
21   

報
告
年
月
日
平
成
22   年

２
月
24   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

49

 

  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

49   

円

イ
本
年
収
入
額

0

 

 

円
�
支
出
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
安
斎
た
み
お
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
22   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（9）　 平成22年10月15日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2199号　　 



ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0

 

 

円
�
支
出
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
氏
家
ひ
と
し
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
22   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

19,40

 

     0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

19,400

      

円

イ
本
年
収
入
額

0

 

 

円
�
支
出
総
額

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
大
槻
幹
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

4,15

 

    0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

4,143

     

円

イ
本
年
収
入
額

7

 

 

円
�
支
出
総
額

4,15

 

    0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
7

 

 

円
�
寄
附

（内
訳
別
掲

）

7

 

 
円

　
　
　
　
　

ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

7  
円

 

 合
計

7

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

﹇寄
附
の
内
訳

﹈

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

 

（寄
附
者
の
名
称

） 

　
（金

額

） 

（住
所

）

そ
の
他

7  

円

小
計

7  

円
�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

4,15

 

    0  

円
�
組
織
活
動
費

4,150

 

     

円

 

 合
計

4,15

 

    0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
サ
マ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
実
行
委
員
会

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
15   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

16,60

 

     9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

16,489

      

円

イ
本
年
収
入
額

120

 

   

円
�
支
出
総
額

16,60

 

     9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

120

   

円

10   万
円
未
満
の
収
入

120

   

円

 

 合
計

12

 

  0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

16,609

      

円
�
光
熱
水
費

15,12

     0  

円
�
備
品
・
消
耗
品
費

859

   

円
�
事
務
所
費

630

   

円

 

 合
計

16,60

 

     9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
さ
わ
や
か
宮
城

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
15   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

7,46

 

    9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

7,468

     

円

イ
本
年
収
入
額

1

 

 

円
�
支
出
総
額

7,46

 

    9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

1  

円

10   万
円
未
満
の
収
入

1  

円

 

 合
計

1

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

7,46

    9  

円
�
備
品
・
消
耗
品
費

7,469

     

円

 

 合
計

7,46

 

    9  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
チ
ャ
レ
ン
ジ
宮
城
21   

報
告
年
月
日
平
成
22   年

９
月
15   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

49

 

  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

49   

円

イ
本
年
収
入
額

0

 

 

円
�
支
出
総
額

49

 

  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

0

 

 

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

49   

円
�
備
品
・
消
耗
品
費

49   

円

 

 合
計

49
 

  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
一
年
宮
選
管
告

示
第
百
四
十
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

   　
 
平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

安
住
淳
連
合
後
援
会
の
平
成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
・
支
出
の
総
額
中

「�
収
入
総
額

　
　

7,041,43

　
        8   円

」
を
「�

収
入
総
額

8,541,43

　
　
        8   円

」
に
、

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

「イ
本
年
収
入
額

6,644,869

          円

」
を
「イ

本
年
収
入
額

8,144,869  円

」
に
、

「�
支
出
総
額

　
　

6,452,06

　
        9   円

」
を
「�

支
出
総
額

7,952,06

　
　
        9   円

」
に
改
め
る
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

２　

収
入
・
支
出
の
内
訳
中

「ア
寄

附
6,600,000

　
　
          円

」を「ア
寄

附
8,100,000

　
　
          円

」に
、

「�
寄
附

（内
訳
別
掲

）

6,600,00

　
　
        0   円

」
を
「�

寄
附

（内
訳
別
掲

）

8,100,00

　
　
        0   円

」

に
改
め
、
そ
の
次
の
行
に
、

「ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

1,500,000  円

」
を
加
え
、

「ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

6,600,000  円

」
を
「ｂ

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

6,600,000  円

」

に
、

「合
計

6,644,869

　
　
          円

」
を
「合

計
8,144,869

　
　
          円

」

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

に
改
め
、「﹇寄

附
の
内
訳

﹈」
の
次
の
行
に
、

「ア
個
人
か
ら
の
寄
附

」、

「（寄
附
者
の
氏
名

）
（金

額

）
（住

所

）」、

「安
住

淳
1,500,000  円

石
巻
市

」、

「小
計

　
　
　1,500,00

        0   円

」
を
加
え
、

「ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」
を
「イ

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」
に
、

「イ
政
治
活
動
費

1,700,646

　
　
          円

」
を
「イ

政
治
活
動
費

3,200,646

　
　
          円

」

に
改
め
、「�

組
織
活
動
費

」
の
次
の
行
に
、

「�
そ
の
他
の
経
費

1,500,00

　
　
        0   円

」
を
加
え
、

「合
計

6,452,069

　
　
          円

」
を
「合

計
7,952,069

　
　
          円

」

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

に
改
め
る
。
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資
金
管
理
団
体
の
名
称

大
志
会

代
表
者
氏
名

熊
谷　
　

大

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

仙
台
市
宮
城
野
区

榴
岡
一－

六－

三

旧

仙
台
市
宮
城
野
区

田
子
一－

六－

五

五

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

九
月
十
五
日


